
 

令和６年５月７日 火曜日      鳥 取 県 公 報              第 9593 号   

- 1 - 

 鳥取県公報 
令和６年５月７日（火） 

第９５９３号 

毎週火・金曜日発行 

 

目 次 

◇ 告 示  生活保護法による指定介護機関の変更の届出（312）（孤独・孤立対策課）・・・・・・２ 

生活保護法による指定介護機関の休止の届出（313）（〃）・・・・・・・・・・・・・２ 

管理理容師資格認定講習会の指定（314）（くらしの安心推進課）・・・・・・・・・・３ 

管理美容師資格認定講習会の指定（315）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定（316）（住宅政策課）・・・・・・・・・・・・４ 

物品売払代金の徴収事務の委託（317）（農業大学校）・・・・・・・・・・・・・・・５ 

土地改良区の定款の変更の認可（318）（農地・水保全課）・・・・・・・・・・・・・５ 

保安林の指定の解除予定（319）（森林づくり推進課）・・・・・・・・・・・・・・・５ 

物品売払代金の徴収事務の委託（320）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

物品売払代金の徴収事務の委託（321）（畜産試験場）・・・・・・・・・・・・・・・６ 

基本測量の終了（322）（県土総務課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

公共測量の実施（323）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

指定居宅サービス事業の廃止の届出（324）（中部総合事務所県民福祉局）・・・・・・６ 

土地改良区連合の役員の就任（325）（中部総合事務所農林局）・・・・・・・・・・・７ 

土地改良区の役員の就退任（326）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

生産事業者登録証の記載事項の変更（327）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

◇ 議会告示  鳥取県議会情報公開条例の運用状況（３）（議事・法務政策課）・・・・・・・・・・・８ 

        鳥取県議会個人情報保護条例の運用状況（４）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

◇ 公 告  森林法による開発行為の許可（東部農林事務所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

◇ 調達公告  随意契約の相手方の決定（２件）（デジタル基盤整備課）・・・・・・・・・・・・・・９ 

        随意契約の相手方の決定（警察本部会計課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

落札者の決定（２件）（危機対策・情報課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

落札者の決定（３件）（鳥取県立中央病院）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

        落札者の決定（鳥取県立厚生病院）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 



  令和６年５月７日 火曜日      鳥 取 県 公 報              第 9593 号   

- 2 - 

告 示 

鳥取県告示第312号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（第54条の２第５項又は第６項において準用する場合及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）

の規定に基づき、指定介護機関から居宅介護事業者及び介護予防事業者の主たる事務所の所在地並びに居宅介護

事業所及び介護予防事業所の名称又は所在地を変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３（中国残

留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所の所在

地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 変更年月日 

伯耆商会合同

会社 

大阪府大阪市旭区

新森五丁目13－12 

みんなのお風呂屋

さんだんだん訪問

入浴 

米子市米原四丁目

２－２ 

訪問入浴介護 令和４年４月

１日 

〃 
米子市米原四丁目

２－２ 
〃 〃 〃 

令和４年７月

７日 

〃 
米子市車尾三丁目

11－23 
〃 

米子市車尾三丁目

11－23 
〃 

令和６年１月

１日 

株式会社ちい

きけあ山陰 

米子市米原六丁目

５－47 

ホームベースドケ

ア訪問看護ステー

ション 

米子市米原六丁目

５－47 

訪問看護 令和６年４月

１日 

メディカ・サポ

ート株式会社 

米子市皆生温泉二

丁目13－39 

小規模多機能ハウ

スカルム米子 

米子市冨士見町二

丁目132 

小規模多機能型

居宅介護 
〃 

２ 介護予防事業者 

名 称 
主たる事務所の所在

地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 変更年月日 

伯耆商会合同

会社 

大阪府大阪市旭区

新森五丁目13－12 

みんなのお風呂屋

さんだんだん訪問

入浴 

米子市米原四丁目

２－２ 

介護予防訪問入

浴介護 

令和４年４月

１日 

〃 
米子市米原四丁目

２－２ 
〃 〃 〃 

令和４年７月

７日 

〃 
米子市車尾三丁目

11－23 
〃 

米子市車尾三丁目

11－23 
〃 

令和６年１月

１日 

株式会社ちい

きけあ山陰 

米子市米原六丁目

５－47 

ホームベースドケ

ア訪問看護ステー

ション 

米子市米原六丁目

５－47 

介護予防訪問看

護 

令和６年４月

１日 

メディカ・サポ

ート株式会社 

米子市皆生温泉二

丁目13－39 

小規模多機能ハウ

スカルム米子 

米子市冨士見町二

丁目132 

介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

〃 

                                                    

鳥取県告示第313号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（第54条の２第５項において準用する場合及び中国残留邦人等
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の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規

定に基づき、指定介護機関から居宅介護事業及び介護予防・日常生活支援事業を休止した旨の届出があったので、

生活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定によ

り次のとおり告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所の所在

地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 休止年月日 

株式会社シニア

リビング・スタ

イル 

米子市安倍200－１ こころね訪問介護

ステーション上道

町 

境港市上道町2052

－１ 

訪問介護 令和６年４月

１日 

２ 介護予防・日常生活支援事業者 

名 称 
主たる事務所の所在

地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 休止年月日 

株式会社シニア

リビング・スタ

イル 

米子市安倍200－１ こころね訪問介護

ステーション上道

町 

境港市上道町2052

－１ 

第１号訪問事業

による支援に相

当する支援 

令和６年４月

１日 

                                                    

鳥取県告示第314号 

理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の４第２項の規定による管理理容師資格認定講習会を指定したので、

次のとおり告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 講習会を行う者の名称及び住所 

  公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

東京都渋谷区笹塚二丁目１－６ＪＭＦビル笹塚01 ８階 

２ 講習日程及び講習場所 

講  習  日  程 講   習   場   所 

第１日 令和６年10月７日（月） 鳥取市末広温泉町556 白兎会館 らいちょう 

第２日 令和６年10月21日（月） 〃 

第３日 令和６年10月28日（月） 〃 

３ 受講資格 

  令和６年８月13日（火）までに理容師としての業務経験が３年以上ある者であること。 

４ 申込手続 

(１) 募集期間及び申込書の送付 

令和６年７月１日（月）から同月16日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日を除く。）に(３)の場所に申出のあった者に対し、同月22日（月）までに申

込書を送付する。 

なお、受講を希望する者が定員を上回った場合は、抽選により申込書を送付する者を決定する。 

(２) 申込書受付期間 

令和６年７月31日（水）から同年８月13日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規

定する休日を除く。） 

 (３)  提出先及び問合せ先 
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公益財団法人理容師美容師試験研修センター中国ブロック事務所 

広島県広島市中区大手町二丁目８－５合人社広島大手町ビル 10階 

電話 082－236－1150 

 (４)  受講手数料 

20,000円  

                                                    

鳥取県告示第315号 

 美容師法（昭和32年法律第163号）第12条の３第２項の規定による管理美容師資格認定講習会を指定したので、

次のとおり告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 講習会を行う者の名称及び住所 

  公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

東京都渋谷区笹塚二丁目１－６ＪＭＦビル笹塚01 ８階 

２ 講習日程及び講習場所 

講  習  日  程 講   習   場   所 

第１日 令和６年10月７日（月） 鳥取市末広温泉町556 白兎会館 らいちょう 

第２日 令和６年10月21日（月） 〃 

第３日 令和６年10月28日（月） 〃 

３ 受講資格 

  令和６年８月13日（火）までに美容師としての業務経験が３年以上ある者であること。 

４ 申込手続 

(１) 募集期間及び申込書の送付 

令和６年７月１日（月）から同月16日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日を除く。）に(３)の場所に申出のあった者に対し、同月22日（月）までに申

込書を送付する。 

なお、受講を希望する者が定員を上回った場合は、抽選により申込書を送付する者を決定する。 

(２) 申込書受付期間 

令和６年７月31日（水）から同年８月13日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規

定する休日を除く。） 

 (３)  提出先及び問合せ先 

   公益財団法人理容師美容師試験研修センター中国ブロック事務所 

   広島県広島市中区大手町二丁目８－５合人社広島大手町ビル 10階 

電話 082－236－1150 

 (４)  受講手数料 

20,000円  

                                                    

鳥取県告示第316号 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定に基づき、

住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

名称及び住所 支援業務を行う事務所の所在地 

株式会社エステートセンター 鳥取市南吉方一丁目114

－３ 

鳥取市南吉方一丁目114－３ 
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鳥取県告示第317号 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によるものとされた同令第１条による改正前の地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、農業大学校における生産品及び牛の物品売払代金の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２

項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 委託の相手 

 (１) 生産品 

   鳥取中央農業協同組合 

   せきがね犬挟観光株式会社 

   地方卸売市場倉吉青果株式会社 

   大山乳業農業協同組合 

   鳥取西いなばまちづくり株式会社 

   株式会社食のみやこ鳥取 

(２) 牛 

   ＪＡ全農ミートフーズ株式会社西日本営業本部 

２ 委託期間 

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

                                                    

鳥取県告示第318号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、北条水系土地改良区の定款の変更を令和６

年４月23日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

                                                    

鳥取県告示第319号 

次のように保安林の指定を解除する予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定

により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 解除予定に係る保安林の所在場所 

鳥取市賀露町字西浜1757の1205（次の図に示す部分に限る。）、1757の1221 

２ 保安林として指定された目的 

  飛砂の防備 

３ 解除の理由 

  空港施設用地とするため 

 （「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課及び鳥取市役所に

備え置いて縦覧に供する。） 

                                                    

鳥取県告示第320号 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によるものとされた同令第１条による改正前の地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、県営林産物の物品売払代金の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示す
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る。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 委託の相手 

株式会社米子木材市場 

２ 委託期間 

令和６年４月12日から令和７年３月31日まで 

                                                    

鳥取県告示第321号 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によるものとされた同令第１条による改正前の地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、畜産試験場における物品売払代金の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により

告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 委託の相手 

ＪＡ全農ミートフーズ株式会社 

ＪＡ全農ミートフーズ株式会社西日本営業本部 

大山乳業農業協同組合 

全国農業協同組合連合会鳥取県本部 

鳥取県家畜改良協会 

２ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

                                                    

鳥取県告示第322号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定に基づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測

量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 作業種類 基本測量（国土広域情報 修正） 

２ 作業地域 鳥取県全域 

３ 終了年月日 令和６年３月31日 

                                                    

鳥取県告示第323号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、鳥取県西部総合事

務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３

項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 作業種類 ３級基準点測量（スタティック法）及び４級基準点測量（ネットワーク型ＲＴＫ法） 

２ 作業期間 令和６年４月22日から同年８月５日まで 

３ 作業地域 米子市河岡地内 

                                                    

鳥取県告示第324号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅
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サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県中部総合事務所長 木  本  美  喜 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地   
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

株式会社土屋 ホームケア土屋鳥

取 

倉吉市海田西町二

丁目57－１ 

令和６年４月

３日 

令和６年４月

30日 

訪問介護 

                                                    

鳥取県告示第325号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定に基づき、次のとおり東

伯地区土地改良区連合から役員が就任した旨の届出があったので、同法第84条において準用する同法第18条第18

項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県中部総合事務所長 木  本  美  喜 

 就任した役員の氏名及び住所 

監 事 田 村 昭 道  東伯郡北栄町妻波1219－１ 

令和６年３月25日就任 任期 令和７年３月31日まで 

                                                    

鳥取県告示第326号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定に基づき、次のとおり四王寺土地改良区から役員が退

任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第18項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県中部総合事務所長 木  本  美  喜 

 退任した役員の氏名及び住所 

理 事 山 崎 裕 之  倉吉市上神866 

〃  山 根 久 尚  倉吉市北面146 

 〃  塚 根 正 幸  倉吉市寺谷443－２ 

〃   河 野 俊 隆  倉吉市大谷茶屋883－234 

〃  籔 中 昌 昭  倉吉市不入岡632－２ 

〃  藤 井 正 嗣  倉吉市大谷58 

監 事 山 本 礼 司  倉吉市大谷534 

〃  岩 井 清 宗  倉吉市上神253 

〃  広 田 和 幸  倉吉市昭和町二丁目57 

令和６年４月21日退任  

  

 就任した役員の氏名及び住所 

理 事 山 本 勝 康  倉吉市上神163 

〃  藤 井 正 嗣  倉吉市大谷58 

〃  籔 中 昌 昭  倉吉市不入岡632－２ 

〃   河 野 俊 隆  倉吉市大谷茶屋883－234 

〃  山 崎 裕 之  倉吉市上神866 

〃  塚 根 正 幸  倉吉市寺谷443－２ 

〃  山 根 久 尚  倉吉市北面146 

監 事 山 本 礼 司  倉吉市大谷534 

〃  伊 藤 裕 昭  倉吉市上神860－２ 
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〃  広 田 和 幸  倉吉市昭和町二丁目57 

令和６年４月22日就任 任期４年 

                                                    

鳥取県告示第327号 

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第13条第１項の規定に基づき、次のとおり生産事業者の登録証の記載事項

に変更があった旨の届出があったので、同法第16条第２項の規定により告示する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県中部総合事務所長 木  本  美  喜 

登録 

番号 
生産事業者の名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

185 

 

鳥取県中部森林組合 名称 

 

鳥取県中部森林組合 

代表理事組合長 

小川 克彦 

鳥取県中部森林組合 

 

 

令和６年３月26日 

 

                                                    

議 会 告 示 

鳥取県議会告示第３号 

鳥取県議会情報公開条例（平成12年鳥取県条例第59号）第32条の規定により、令和５年４月１日から令和６年

３月31日までの間の同条例の運用状況を次のとおり公表する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県議会議長 浜  崎  晋  一   

１ 公文書開示請求の件数及び処理状況 

件 数 
処   理   状   況 

全部開示 一部開示 非開示 開示請求拒否 不存在 取下げ 処理中 

６件 ４件 ２件    １件     

(注) 公文書開示請求件数と処理状況件数の合計が異なるのは、１件の請求に対して２つの開示決定等を行っ

たものがあるからである。 

２ 審査請求の件数及び処理状況 

該当なし 

                                                    

鳥取県議会告示第４号 

鳥取県議会個人情報保護条例（令和４年鳥取県条例第37号）第53条の規定により、令和５年４月１日から令和

６年３月31日までの間の同条例の施行状況を次のとおり公表する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県議会議長 浜  崎  晋  一   

１ 個人情報の開示請求の件数及び処理状況 

該当なし 

２ 個人情報の訂正請求の件数及び処理状況 

  該当なし 

３ 個人情報の利用停止請求の件数及び処理状況 

  該当なし 

４ 審査請求の件数及び処理状況 

  該当なし 

５ 鳥取県議会個人情報保護条例第52条の規定による鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会への諮問の件数

及び処理状況 
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  該当なし 

                                                    

公 告 

森林法（昭和26年法律第249号）第10条の２第１項の規定に基づき、開発行為の許可をしたので、鳥取県林地開

発条例（平成17年鳥取県条例第96号）第16条の規定により次のとおり公表する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県東部農林事務所八頭事務所長 若  松  理  恵 

開発者の氏名

又は名称及び

代表者の氏名 

開発者の

住所又は

主たる事

務所の所

在地 

開発行為

を行う土

地の所在

地 

開発行為

の目的 

土 地 の 面 積 

開発行為の

工期 

開発行為

の許可年

月日 

開発事業

区域の土

地の面積 

開発行為

をしよう

とする森

林の土地

の面積 

開発行為

に係る森

林の土地

の面積 

美穂建設株式

会社 

代表取締役 

田中 直樹 

鳥取市下

味 野 295

－29  

 

鳥取市上

原地内 

真砂土の

採取 

5.0980ヘ

クタール 

4.4403 ヘ

クタール 

1.6619 ヘ

クタール 

令和６年４

月22日から

令和11年４

月21日まで 

令和６年

４月22日 

                                                    

調 達 公 告 

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号。以下「政令」という。）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  令和６年度鳥取情報ハイウェイ管理運営業務 一式 

２ 契 約 方 式  随意契約 

３ 随意契約の相手方を決定  令和６年３月22日 

した日  

４ 契約の相手方の名称及び  株式会社鳥取県情報センター 

 所在地           鳥取市寺町50 

５ 契 約 金 額  76,657,900円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 随意契約による理由  随意契約の相手方と既に契約を締結した特定役務に関連して提供を受ける同種

の特定役務の調達をするものであり、随意契約の相手方以外の者から調達すると

その役務の便益を享受することに著しい支障が生じるおそれがあるため。（政令第

11条第１項第２号） 

７ 契約事務担当部局の名称  鳥取県政策戦略本部デジタル局デジタル基盤整備課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目220 

                                                    

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号。以下「政令」という。）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県クラウドサーバサービス調達業務 一式 

２ 契 約 方 式  随意契約 
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３ 随意契約の相手方を決定  令和６年３月22日 

した日  

４ 契約の相手方の名称及び  株式会社鳥取県情報センター 

 所在地           鳥取市寺町50 

５ 契 約 金 額  143,470,800円（項目ごとの税込契約単価に過去の実績から推定される今年度

の数量を乗じて得た額の合計額であり、消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 随意契約による理由  随意契約の相手方と既に契約を締結した特定役務に関連して提供を受ける同種

の特定役務の調達をするものであり、随意契約の相手方以外の者から調達すると

その役務の便益を享受することに著しい支障が生じるおそれがあるため。（政令第

11条第１項第２号） 

７ 契約事務担当部局の名称   鳥取県政策戦略本部デジタル局デジタル基盤整備課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目220 

                                                    

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号。以下「政令」という。）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  ＩＣカード運転免許証等作成用消耗品の購入 一式 

２ 契 約 方 式  随意契約 

３ 随意契約の相手方を決定  令和６年３月19日 

 した日 

４ 契約の相手方の名称及び  株式会社ＤＮＰアイディーシステム 

 所在地           東京都新宿区市谷加賀町一丁目１－１ 

５ 契 約 金 額  ＩＣカード運転免許証カード基体一般用 １箱当たり468,900円 

               ＩＣカード運転免許証カード基体優良用 １箱当たり468,900円 

ＩＣカード運転免許証カード基体新規用 １箱当たり468,900円 

運転経歴証明書用カード基体 １箱当たり150,600円 

高速型用インクリボン １箱当たり140,000円 

６ 随意契約による理由  本随意契約で調達する物品は、契約の相手方から既に調達をした物品に連接し 

              て使用するものであり、随意契約の相手方以外の者から調達すると、既に調達を 

              した物品の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるため。（政令第11条第１項第

２号） 

７ 契約事務担当部局の名称  鳥取県警察本部警務部会計課 

 及び所在地         鳥取市東町一丁目271 

                                                    

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  令和６年度鳥取県危機管理情報ネットワークシステム保守業務 一式 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和６年３月22日 

４ 落札者の名称及び所在地  パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー西日本社 

           大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５－41 

５ 落 札 金 額  74,800,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 
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６ 入 札 公 告 日  令和６年１月23日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県危機管理部危機対策・情報課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目271 

                                                    

総合評価一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県防災情報ポータルサイト構築・運用保守業務 一式 

２ 契 約 方 式  総合評価一般競争入札 

３ 落 札 日  令和６年３月25日 

４ 落札者の名称及び所在地  株式会社アピオン 

           倉吉市山根540－６ 

５ 落 札 金 額  96,800,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  令和６年２月６日 

７ 落 札 方 式  総合評価落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県危機管理部危機対策・情報課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目271 

                                                    

 一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県立中央病院長 廣  岡  保  明 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県立中央病院で使用する電気の供給 

予定使用電力量（供給期間総計）39,039,352キロワット時 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和６年３月７日 

４ 落札者の名称及び所在地  中国電力株式会社 

広島県広島市中区小町４－33 

５ 落 札 金 額  282,505,870円（項目ごとの税込契約単価に過去の実績から推定される１年分の

数量を乗じて得た額の合計額であり、消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  令和６年１月23日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立中央病院事務局総務課 

 及び所在地         鳥取市江津730 

                                                    

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県立中央病院長 廣  岡  保  明 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県立中央病院医薬品 献血ヴェノグロブリンＩＨ10％静注10ｇ/100mL   

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和６年３月21日 

４ 落札者の名称及び所在地  ティーエスアルフレッサ株式会社鳥取支店 
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鳥取市千代水一丁目１－６ 

５ 落 札 金 額  １箱当たり67,522円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

６ 入 札 公 告 日  令和６年２月６日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立中央病院事務局経営戦略課 

 及び所在地         鳥取市江津730 

                                                    

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県立中央病院長 廣  岡  保  明 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県立中央病院医薬品 ダラキューロ配合皮下注   

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和６年３月21日 

４ 落札者の名称及び所在地  株式会社セイエル鳥取営業所 

鳥取市船木118－13 

５ 落 札 金 額  １箱当たり396,542円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

６ 入 札 公 告 日  令和６年２月６日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立中央病院事務局経営戦略課 

 及び所在地         鳥取市江津730 

                                                    

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和６年５月７日 

鳥取県立厚生病院長 花  木  啓  一 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県立厚生病院で使用する灯油の供給 予定数量 578キロリットル 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和６年３月22日 

４ 落札者の名称及び所在地  朝日エナジー有限会社 

               愛媛県今治市古谷甲548－１ 

５ 落 札 金 額  １キロリットル当たり 93,940円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  令和６年１月30日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立厚生病院事務局総務課 

 及び所在地         倉吉市東昭和町150 


